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衆
議
院
議
員
八
幡
愛
君
提
出
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
現
場
運
用
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
八
幡
愛
君
提
出
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
現
場
運
用
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
直
接
観
察
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
個
別
支
援
計

画
」
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童

発
達
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
指
す
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
「
児
童
発
達

支
援
管
理
責
任
者
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
そ
の
有

す
る
能
力
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通
じ
て
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害

児
の
希
望
す
る
生
活
並
び
に
課
題
等
の
把
握
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も

に
、
・
・
・
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
、
「
児
童
発
達
支

援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
面
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
面
接
の
趣
旨
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対
し

て
十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
と
お
り
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
基
準
省
令
第
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五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
児
童
の
様

子
」
を
「
直
接
」
面
接
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
児
童
発
達
支
援
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
「
直
接
」
面
接
す
る
こ
と
な
く
児
童
発
達
支
援
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。 

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
な
「
指
摘
」
や
「
板
挟
み
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
把
握
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
児
童
発
達
支

援
管
理
責
任
者
は
、
基
準
省
令
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
お
い
て
、
「
一
人
以
上
は
、
専
任
か
つ
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
、
「
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
付
け
障
発
〇
三
三
〇
第
十
二
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通
知
。
以

下
「
通
知
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
は
、
原
則
と
し
て
専
従
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
・
・
・
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
つ
い
て
も
、
通
所
支
援
計
画
の
作
成
及
び
提
供
し
た
指
定
通
所
支
援
の
客
観
的

な
評
価
等
の
重
要
な
役
割
を
担
う
者
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
客
観
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
児
童
発
達
支
援
管

理
責
任
者
と
直
接
支
援
の
提
供
を
行
う
児
童
指
導
員
等
と
は
異
な
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ

り
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
対
し
、
「
計
画
策
定
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
業
務
」
を
行
う
及
び
「
児
童
の
発
達
状
況
や
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支
援
内
容
を
確
認
し
た
上
で
」
児
童
発
達
支
援
計
画
「
を
見
直
す
」
に
当
た
っ
て
、
必
ず
し
も
「
日
常
的
に
支
援
業
務
に
従

事
」
す
る
こ
と
、
「
現
場
支
援
に
参
加
」
す
る
こ
と
及
び
「
管
理
業
務
と
支
援
現
場
業
務
を
両
立
」
す
る
こ
と
は
求
め
て
お

ら
ず
、
基
準
省
令
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
九
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に

面
接
」
す
る
と
と
も
に
、
同
条
第
五
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
障
害

児
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
担
当
者
等
を
招
集
し
て
行
う
会
議
・
・
・
を
開
催
し
、
児
童
発
達
支
援

計
画
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
」
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
業
務
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お

り
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
手
法
」
等
を
示
す
こ
と
及
び
「
両
立
」
を
前
提
と
し
て
「
児
童
指
導
員
等
の
加
配
制
度
を
拡
充
す

る
」
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
の
児
童
発
達
支
援
計
画
に
お
け
る
御
指
摘
の
「
策
定
・
評
価
」
の
「
仕
組
み
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
策

定
」
に
当
た
っ
て
は
、
「
児
童
発
達
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令
和
六
年
七
月
四
日
付
け
こ
支
障
第
百
六
十
八
号
こ
ど
も
家

庭
庁
支
援
局
長
通
知
別
紙
一
）
に
お
い
て
、
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
等
が
作
成
し
た
障
害
児
支
援
利
用
計
画
や
、
自
ら

の
事
業
所
で
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
た
情
報
に
つ
い
て
、
課
題
整
理
表
等
を
用
い
て
整
理
し
な
が
ら
、
児
童
発
達
支
援
に
お
け
る
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ニ
ー
ズ
を
具
体
化
し
た
上
で
、
児
童
発
達
支
援
の
具
体
的
な
内
容
を
検
討
し
、
児
童
発
達
支
援
計
画
を
作
成
す
る
」
と
し
て

い
る
と
お
り
、
随
時
、
得
ら
れ
る
情
報
等
を
整
理
し
な
が
ら
、
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
評
価
」
に
当
た
っ

て
は
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
児
童
発
達
支
援
計
画
は
、
概
ね
六
か
月
に
一
回
以
上
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ど
も
の
状
態
や
家
庭
状
況
等
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
六
か
月
を
待
た
ず
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
示
し
て
い
る
と
お
り
、
必
要
に
応
じ
、
随
時
、
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
特
定
の
「
期
間
」
に
児
童
発
達
支
援
計
画
を
「
策
定
・
評
価
」
す
る
「
仕
組
み
」
に
つ
い

て
は
考
え
て
い
な
い
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
令
和
六
年
度
地
域
障
害
児
支
援
体
制
充
実
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業
実
施
要
綱
」

（
令
和
七
年
二
月
十
三
日
付
け
こ
支
障
第
三
十
号
こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
局
長
通
知
別
紙
）
に
定
め
る
「
障
害
児
支
援
分
野
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
モ
デ
ル
事
業
」
に
よ
り
、
「
都
道
府
県
等
は
、
管
内
の
障
害
児
支
援
事
業
者
等
か
ら
の
当
該
事
業
に
係
る
事
業

計
画
書
及
び
積
算
内
訳
書
に
基
づ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
障
害
児

支
援
事
業
者
等
」
に
お
い
て
、
「
情
報
端
末
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
イ
ン
カ
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ム
）
」
、
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
、
「
通
信
環
境
機
器
等
（
Ｗ
ｉ

Ｆ
ｉ
ル
ー
タ
ー
な
ど
）
」
等
の
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」
を
活
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
現
場
観
察
・
記
録
・
計
画
策
定
・
評
価
の
一
連
の
流
れ
を
一
体
的
に
管
理
」
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
望
ま
し
い
業
務
の
在
り
方
を
優
良
事
例
と
し
て
紹
介
」
す
る
こ
と
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
「
業
務
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
は
、

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 


